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少年保護事件の種類別受理， 第３表 

強

制

非

強

制

一

般

人

か

ら

か

ら

保
護
観
察
所
長

 333 544  50 155  283 389  260 415  7 482   90   315   302   263   34   16   2  14 470  284 998  14 072 

 233 272  34 526  198 746  186 774  2 199   90   315   246   263   34   15   2  8 808  197 223  3 240 

うち業務上(重)
過失致死傷事件

 52 383  7 522  44 861  42 544   1 -   1   6 - - - -  2 309  44 850  2 514 

 100 272  15 629  84 643  73 641  5 283 - -   56 - -   1 -  5 662  87 775  10 832 

う ち 反 則 金
不 納 付 事 件  11 773  2 383  9 390  4 131  4 331 - -   13 - - - -   915  9 837  1 147 

道路交通保護事件

総

数

事 件

受 理

総

数

旧

受

検

察

官

か

ら

送

致

移

送

・

回

付

他

の

家

庭

裁

判

所

か
ら

一 般 保 護 事 件

知 事 又 は
児 童 相 談
所 長 か ら
送 致

総

数

総 数

家

裁

調

査

官

の

報

告

司

法

警

察

員

か

ら

送
致

総

数

移

送

・

差

戻

し

抗

告

審

等

か

ら

法

55

条

に

よ

る

移

送

新 受

通 告

検
送

少年保護事件の種類別審理 第４表 

本表中，一般保護事件の既済の審理期間に関する 

総

数

１

月

以

内

３

月

以

内

６

月

以

内

１

年

以

内

２

年

以

内

え

る

も

の

２

年

を

超

 284 998  55 554  66 425  31 424  10 348   735   26 

 197 223  20 932  26 995  21 189  7 208   413 - 

 87 775  34 622  39 430  10 235  3 140   322   26 

既 済

総 数

一 般 保 護 事 件

道路交通保護事件

事 件

761

413

１） 簡易送致事件，車両運転による業務上（重）過失致死傷事件，移送・回付で終局した事件及び併合審理され，事件票の作成を要しなかったものの人員である。 
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 既済，未済人員―全家庭裁判所

総

数

初

等

中

等

特

別

医

療

総

数

強

制

非

強

制

 9 665  4 407  58 176  51 635   380  6 161   838  5 020   126   177   193   27   166  61 908  116 513  14 650  19 486  48 546 

 1 034  2 206  32 650  26 653   377  5 620   826  4 496   125   173   191   27   164  36 913  100 770  8 925  14 534  36 049 

  711  1 803  8 429  8 352   1   76   2   72   1   1 - - -  22 285  8 651  2 355   616  7 533 

 8 631  2 201  25 526  24 982   3   541   12   524   1   4   2 -   2  24 995  15 743  5 725  4 952  12 497 

  345   802   5   5 - - - - - - - - -  1 337  6 353   938   57  1 936 

年

齢

超

過

総

数

未

済

察 官 へ
致

保 護 処 分

知 事 又 は
児 童 相 談 所 長
へ 送 致

不

処

分

審

判

不

開

始

移

送

・

回

付

従

た

る

事

件

少 年 院 へ 送 致

刑

事

処

分

相

当

保

護

観

察

児

童

養

護

施

設

へ

送
致

児
童
自
立
支
援
施
設
又
は

既 済

な

い

も

の

調
査
し
て
い

総

数

１

月

以

内

３

月

以

内

６

月

以

内

１

年

以

内

２

年

以

内

え

る

も

の

２

年

を

超

…  48 546  20 782  17 172  8 258  2 099   227   8 

 120 486  36 049  15 359  12 509  6 541  1 521   119 - 

…  12 497  5 423  4 663  1 717   578   108   8 

未 済

1)

 期間別既済，未済人員―全家庭裁判所 

数値は，事件票による集計結果である。 


